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改正障害者基本法４条２項「合理的配慮」の裁判規範性 

清 水 建 夫 

  （働く障害者の弁護団、NPO法人障害児･者人権ネットワーク、弁護士） 

 

１ 障害者権利条約の批准と障害者基本法の改正 

(1) 障害者権利条約の採択・発効と日本政府の署名 

  21世紀の重要な人権条約として、国連総会で障害

者権利条約（以下「本条約」という）が 2006 年 12

月 13日に採択され、2008年 5月 3日に発効した。

政府（当時福田康夫内閣）は、2007 年９月 28 日に

本条約に署名したものの、まだ締結に至っていない。

政府は本条約批准にあたり、国内法制の整備が必要

であるとして障害者基本法の改正作業に着手した。 

(2）障害者基本法の改正 

  政府（当時菅直人内閣）は 2011年４月 22日「障

害者基本法の一部を改正する法律案」を国会に提出

し、衆議院において一部修正の上、同年 6月 16日全

会一致で可決され､同年 7月 29日参議院において全

会一致で可決･成立し、同年 8月 5日に公布･施行(一

部を除く)された(以下これを｢改正法｣という）。なお、

改正法の成立に際し、衆議院・参議院においてそれ

ぞれ附帯決議がされている。 

 

２ 本条約の速やかな批准を 

(1）障害者基本法改正の提案理由 

    村田蓮舫内閣府特命大臣（後に細野豪志に担当替

え）は障害者基本法改正の提案理由を次のように述

べている。 

  「 障害者基本法の一部を改正する法律案につきま

して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し

上げます。 

  障害者の権利に関する条約の発効等の障害者の

権利の保護に関する国際的動向等を踏まえ､すべ

ての国民が障害の有無によって分け隔てられるこ

となく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

する社会を実現するため､障害者の自立と社会参

加の支援等のための施策を推進することを目的と

して､本法律案を提出する次第であります。」 

  (2) 日本政府国連代表部のステートメント 

2011年9月7日木村徹也公使は本条約第4回締約

国会議に日本政府国連代表部として出席し、ステー

トメントを次のとおり述べた。 

  「 議長、そしてご列席の皆様、日本政府代表部は

障害者の権利条約の第 4回締約国会議に署名国と

して参加することを光栄に感じています。５年前

に私たちは総会において、本条約をコンセンサス

で採択いたしました。それ以来、障害者の人権と

基本的自由の促進と保護に向けての努力を法的

枠組みの中でしてまいりました。日本は条約交渉

に積極的に参加し、2007 年に署名を行いました。

そして日本は今、締約に向けての準備を行ってい

ます。今日、この機会に、日本がこの数年におい

て実施してきた積極的な施策について皆様と共

有したいと存じます。」（長瀬修訳。以下略） 

批准に向け日本政府も本格的に取り組んでいること

を締約国に誓明した。締約国会議に出席して発言の機

会をもたせてもらった日本政府にもはや後戻りの選択

肢はない。 

(3) 日本は障害者の権利保障において著しい後進国 

国連総会が本条約を採択して５年が経過する。発効

してからも３年６ヵ月。日本政府が署名してから４年３ヵ

月。この間すでに 103ヵ国が批准している（2011年７

月27日現在）。世界有数の経済大国を自認し、先進国を

自認するわが国は、企業保護を優先させ、障害者の権

利保障の面においては著しい後進国であることが悲し

いかな現実である。最低限のこととして、まず速やか

に本条約を批准するべきであろう。改正法において新

設された「国際的強調」(５条)「国際協力」(30条)の

規定からしても本条約の批准は日本国の義務である、

と言える。 

 

３ 条約締結の要件、条約は法律より上位の法源 

条約締結の要件について憲法の代表的教科書であ

る芦部信喜著、高橋和之改訂「憲法」（第五版、2011

年 3月岩波書店）は次のとおり記述している。 

 「 条約とは、文書による国家間の合意を言うが、こ

の条約の締結は、内閣の権能とされている（憲法 73

条３号）。内閣の条約締結行為は、内閣の任命する全

権委員の『調印』（署名）と内閣の『批准』（成立し

た条約を審査し、それに同意を与え、その効力を最

終的に確定する行為。文書で行う。）によって完了す

るのが原則である。」「しかし、内閣が条約を締結す

るには、『事前に、時宜によっては事後に、国会の承

認を経ることを必要とする』（73条３号）。この国会

の承認は、国内法的かつ国際法的に、条約が有効に

成立するための要件である。」（同書 303～304頁）。 

条約は国内法の上位の法源として国内法を拘束する。 

 「 条約は公布されると原則としてただちに国内法と

しての効力をもつが、その効力は通説によれば憲法

と法律の中間にあるものと解されている。」（同書 13

頁） 

本条約が批准されると本条約はただちに国内法とし
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ての効力をもち、憲法と法律の中間に位置し、障害者

基本法の上位の法源として同法を拘束するとともに補

完する。 

 

４ 障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮 

（1）本条約 

① 本条約２条は差別と合理的配慮について次のよ

うに定義している（条約の訳文は日本政府仮訳に

よる）。 

「『障害を理由とする差別』とは、障害を理由と

するあらゆる区別、排除又は制限であって、政

治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他

のあらゆる分野において、他の者と平等にすべ

ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又

は行使することを害し、又は妨げる目的又は効

果を有するものをいう。障害を理由とする差別

には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定

を含む）を含む。 

  『合理的配慮』とは、障害者が他の者と平等

にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は

行使することを確保するための必要かつ適当な

変更及び調整であって、特定の場合において必

要とされるものであり、かつ、均衡を失した又

は過度の負担を課さないものをいう。」 

② 本条約５条「平等及び差別されないこと」の

１項・２項は次のように規定している。 

「１ 締約国は、すべての者が、法律の前に又は

法律に基づいて平等であり、並びにいかなる

差別もなしに法律による平等の保護及び利益

を受ける権利を有することを認める。 

２ 締約国は、障害を理由とするあらゆる差別

を禁止するものとし、いかなる理由による差

別に対しても平等のかつ効果的な法的保護を

障害者に保障する。」  

（2）改正法４条 

４条（差別の禁止）１項・２項は次のとおり規

定している。 

   「１ 何人も、障害者に対して、障害を理由とし

て、差別することその他の権利利益を侵害す

る行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としてい

る障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負

担が過重でないときは、それを怠ることによっ

て前項の規定に違反することとならないよう、

その実施について必要かつ合理的な配慮がさ

れなければならない。」 

改正法２条２号は「社会的障壁」につき「障害

があるものにとって日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、

慣行、観念その他一切のものをいう」と定義して

いる。 

(3）本条約と改正法第４条２項の関係についての細野

豪志内閣府特命担当大臣の答弁 

平成 23年 7月 28日に開催された第 177回国会参

議院内閣委員会第 14 号において細野大臣は次のと

おり答弁し、改正法第４条２項はまさに条約の趣旨

を法令上認めたものであることを明言した。以下議

事録 14号による。 

  「○岡崎トミ子君 

    この改正法４条２項の規定は、障害者権利条約

の合理的配慮を踏まえたものだというふうに

考えてよろしいでしょうか。」 

「○国務大臣（細野豪志君） 

御質問をいただきましたとおり、合理的配慮を

しないことが差別であるという障害者権利条約

の趣旨を踏まえて、今改正案では４条２項でそ

のことを定めております。具体的には、障害者

に対する差別その他の権利利益を侵害する行為

を禁止する観点から、社会的障壁の除去の実施

に伴う負担が過重でないときは、その実施につ

いて必要かつ合理的な配慮がなされなければな

らない旨を規定をしておりまして、まさに条約

の趣旨を法令上反映をした形になっております。 

この合理的配慮の具体的内容についてですけ

れども、今後、障がい者制度改革推進会議差別

禁止部会におきまして、障害者に対する差別の

禁止にかかわる法制を検討しているところであ

り、その中で、より前向きな形で進められるべ

きであると考えておるところでございます。 

 (4）差別禁止法の制定 

   本条約に忠実に差別禁止法を制定する必要がある

が、批准をすれば本条約は国内法に優越する法源と

しての効力を有するので、本条約の批准を先行し、

その後に本条約に忠実に国内法を再整備するべきで

ある。 

 

５ 改正法４条２項「合理的な配慮」の裁判規範性 

（1）改正法４条１項について 

同項は「何人も」として、あらゆる人に差別その

他の権利侵害を直接禁じている。国や地方公共団体

のみに対する単なる施策義務づけ規定ではない。 

（2）改正法４条２項について 

①社会的障壁の除去を必要としている障害者が現

に存し、②その実施に伴う負担が過重でないのに、

③必要かつ合理的な配慮を怠るときは、４条１項の

差別その他の権利侵害に該当することを明確にした。 

（3）裁判規範性 

   以上から4条1項・２項は当然裁判規範性を有する｡ 

     ２項が述べる「合理的な配慮」を怠った場合は、障

害を理由として差別したことになる。差別その他の

不利益を被った者は、不利益をつくり出した国や地

方公共団体や事業主を被告として差別行為の差し止
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めや、エレベーターや車椅子トイレの設置を求める

訴訟を提起したり、また、受けた権利侵害につき損

害賠償請求をすることができる。緊急の場合には差

止めや工事実施の仮処分決定を求めることもできる。 

 

 ６ 本条約に忠実でない改正法 18、19条 

(1) 本条約27条「労働及び雇用」 

  ① 本条約 27条はまず冒頭で「締約国は、障害者が

他の者と平等に労働についての権利を有するこ

とを認める。この権利には、障害者に対して開放

され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利

用可能な労働市場及び労働環境において、障害者

が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計

を立てる機会を有する権利を含む。」とし、締約

国に障害者に対し平等で自由な労働権を保障す

ることを求めた。 

  ② 更に本条約 27 条は締約国が講じなければなら

ない具体的な措置として(a)～(k)の 11 項目を明

記している。 

  (a) は、あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募

集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並び

に 安全かつ健康的な作業条件を含む。）に関し、

障害を理由とする差別を禁止した。 

  (b) は、他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件

（例えば、均等な機会及び同一価値の労働につい

ての同一報酬）、安全かつ健康的な作業条件（例

えば、嫌がらせからの保護）及び苦情に対する救

済についての障害者の権利を保護することを求

めた。 

     (ｉ) は、総則としての２条とは別に、各論として職

場における合理的配慮の提供を求めた。 

 (2) 「多様な就業の機会の確保」にひそむ危険 

    改正法 18 条は改正前 15 条に、改正法 19 条は改

正前 16条にそれぞれ該当する。改正法は条約 27条

が締約国に求める障害者の「労働についての権利」

については一言も触れていない。19条３項には障害

者雇用は経済的負担であるとする負の思想を障害

者に関する基本法にそのまま残しており、条約の精

神は労働・雇用に関しては全く反映されていない。

それどころか 18条１項は「国及び地方公共団体は、

障害者の多様な就業の機会を確保するよう努める

とともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、

職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要

な施策を講じなければならない。」とした（アンダ

ーラインは改正部分）。また、19 条２項は「事業主

は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に

評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、

個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行

うことによりその雇用の安定を図るよう努めなけ

ればならない。」とした。 

 (3) 非正規雇用の主流化、原則化 

  ① 「障害者の多様な就業の機会を確保する」「個々

の障害者の特性に配慮した職業紹介」「個々の障

害者の特性に応じた適正な雇用管理」は、一見障

害をもって働く労働者に配慮した規定に見える。

しかし、小泉純一郎内閣の時代に、政府・経済界

は総合規制改革会議あるいは経済財政諮問会議

を利用し、「多様な働き方」「雇用・労働の規制改

革」の名のもとに企業にとり、安上がりで契約関

係を打ち切りやすい労働法制を次々とつくり、拡

大した。労働契約形態について多様なメニューが

用意されれば、企業の側はコストが少なく、契約

関係を打ち切りやすい契約形態を選ぶのは自然

の理である。現実に一般の労働市場で正規社員が

大幅に減少し、パート、有期契約、嘱託、派遣、

請負の非正規雇用形態が著しく増加した。 

  ② 厚生労働省が監修した事業主向けの「障害者雇

用ガイドブック」には、旧労働省時代から一貫し

て１ヵ月、６ヵ月の有期契約でも、日々雇用され

る労働者でも「１年を超えて雇用されると見込ま

れる労働者」であれば「常時雇用される労働者」

にカウントするという取扱いを明記してきた。労

働市場全般で非正規雇用が増大するはるか前か

らである。障害者雇用促進法の「常時雇用される

労働者」というのは言葉の素直な解釈として正規

雇用（期間の定めのない契約）を指していること

は明らかである。厚生労働省（旧労働省）自ら障

害者を不利な雇用契約で固定化させるもので、国

による障害者差別である。有期契約の労働者は更

新されるか否かの不安のなかで働き、更新されて

ほっとするのが関の山である。昇給はほとんどな

く、退職金もない。ほとんどの障害者は著しい低

賃金で働かされている。さらに政府（麻生太郎内

閣）は 2008年 12月短時間労働者を 0.5人分の実

雇用にカウントする法改正を行い、2010年７月よ

り実施した。このことにより障害者雇用において

は非正規雇用が主流となって原則化し、障害者は

事実上低賃金での劣悪な条件が固定化される。こ

れは条約 27条が求める「他の者と平等」に反し、

「雇用の条件」「雇用の継続」の差別に該当する。 

 

７ 事業主が障害の特性に応じて行うべき最低限の配

慮 

 (1）事業主のための Q&A集 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の

「はじめからわかる障害者雇用―事業主のための

Q＆A集」（2010年 10月改訂）26～37頁に事業主が

配慮すべき事項が記述されている。これらは障害者

基本法改正前からの記述であって、およそ人を雇用

する場合の基本であり、最低限の配慮である。この

程度の配慮は事業主にとり何ら過重な負担ではな

く、配慮を必要とする障害者が現に存在するにもか
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かわらず、これら配慮を欠くことは即差別に該当す

る。参考として Q&A集に記述されている配慮につき

以下紹介する。 

（2）職場の安全配慮義務 

職場の安全配慮は、障害のある社員を雇用する

場合に限ったものではなくすべての従業員に対

し事業主が当然に負う義務である。障害のある社

員を雇用する場合は、それに加えて障害特性に応

じた配慮義務が求められる。 

①作業機械の改善 

②職場の環境整備 

③緊急時の避難経路や連絡体制の確認 

④主治医や支援者との連絡体制の確認 

⑤通勤経路、就業時間などの配慮 

⑥労働安全教育 

とりわけ知的障害者の安全対策には、分かりや

すい具体的な労働安全指導が不可欠であり、現に

それを怠ったため死亡事故などの重篤な労災事

故が発生している。 

（3）障害特性に応じた職場改善 

   ① 肢体が不自由な社員を雇用する場合 

 ア 職場の必要な箇所のバリアフリー化が不可

欠である 

 イ バリアフリー化の箇所と内容 

ａ 玄関などの出入り口 

・車椅子使用者には段差解消のためのスロープ

などを設置する 

・簡易スロープ（携帯スロープ）設置の方法も

ある 

・車椅子を使用していない下肢障害者の場合、

段差の大きい場所に踏み台や手すりを設置す

る 

ｂ 出入り口と扉 

・扉が開き戸よりも引き戸の方が望ましいこと

がある 

ｃ トイレ・洗面所 

・介助が必要でない労働者には手すりを付け  

る 

・車椅子使用者にはトイレスペースの横幅を広

くとる必要がある 

  ② 視覚障害のある社員を雇用する場合 

 ア 全盲の人でも歩行訓練を行うことによって、

自力で歩行したり公共交通機関を利用したりす

ることができる。また、初めての場所でも数回

練習することで自力で移動することができる。 

 イ 視覚障害者用の支援機器を使えばパソコンを

使った職務への対応が容易になる。拡大読書器、

画面拡大ソフト、画面読み上げソフト、OCR（光

学的文字読み取りシステム）など。 

  ③ 聴覚障害のある社員を雇用する場合 

 ア 一人ひとりの聞こえにくさに応じたコミュニ

ケーション方法を聴覚障害のある社員と一緒に

考える。「聴覚障害者」といっても、「全く聴力

を失っている人」「小さい音が聞こえにくい人」

など様々である。さらには障害が起こった年齢

や受けた教育などの違いによって、聴力だけで

なく話す言葉の明瞭さや読み書きの能力にも大

きな差が生じる。まずは、どのようなコミュニ

ケーション方法がよいのか、その社員に確認す

ることが大切である。基本的なコミュニケーシ

ョン方法としては、筆談、口話、手話、電子メ

ールなどがある。 

 イ 聴覚障害は、「聞こえない」「聞こえにくい」

ということだけでなく、そのことによって情報

が不足しやすい「情報障害」ともいえる。情報

を保障することが大切である。 

④ 腎不全のため、透析治療を受けるようになった

社員がいる場合 

  ア 状態を正しく理解し、体調に留意した職場環境

や勤務体制を考える。 

  イ 就業時間の調整 

     血液透析を行っている場合は、週 3～4回程度

通院による治療を行う必要から、「短時間勤務」

「フレックスタイム」「早退」「透析日の残業免

除」などの配慮が必要となる。 

   ウ 職場環境 

一般に、高温の環境では発汗による脱水が腎機

能に悪影響を及ぼすといわれている。また、寒

冷な環境も感冒などにより腎不全の進行の要

因となる。 

   エ 全身的な体力低下を伴っていることが多いの

で、重労働を避ける。 

  ⑤ ペースメーカーを装着するようになった社員が

いる場合 

   ア 状態を正しく理解し、なるべく心臓に負担のか

からないような業務内容を心がけるようにする。 

   イ 高エネルギーの電磁波を出す機械には近づか

ない注意が必要。 

   ウ 過労にならないような注意が必要。 

⑥ てんかんの社員がいる場合 

  ア てんかんとは脳の病気である。 

 イ 服薬により発作のコントロールが可能である。 

   ウ 職務内容に制限はない。 

   エ 発作の誘発要因と対策を心得ておく。 

   オ 発作が起こった時の対応を準備する。 

(4) 助成についての障害者の選択権 

  障害者雇用促進法に基づく助成は事業主が申請して

初めて支給される。障害者が助成を申請することすら

できない制度となっている｡職場改善を障害者が主体

的に選択し､申請できるように法改正を急ぐべきであ

る。   


